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入 札 公 告 （ 建 設 工 事 ） の 訂 正  

 

 次 の と お り 訂 正 し ま す 。  

令 和 5 年 1 1 月 1 0 日  

支 出 負 担 行 為 担 当 官  

       四 国 地 方 整 備 局 長  佐 々 木  淑 充  

◎ 調 達 機 関 番 号  0 2 0  ◎ 所 在 地 番 号  3 7  

１  掲 載 日  

 令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日（ 号 外 政 府 調 達 第 １ ８ ４ 号 、

2 9 － 3 2 ペ ー ジ ）  

２  訂 正 内 容  

( 1 )  2 ( 2 ) 中 に 、 ⑨ 「 ２ ( 3 ) ③ イ 及 び ２ ( 4 ) ③ イ に お

い て 、 業 務 経 験 と し て 求 め る 期 間 中 に 、 労 働 基

準 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 4 9 号 ） 第 6 5 条 第 １ 項 ま

た は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 産 前 産 後 の 休 業 、「 育

児 休 業 、 介 護 休 業 等 育 児 ま た は 家 族 介 護 を 行 う

労 働 者 の 福 祉 に 関 す る 法 律 」（ 平 成 ３ 年 法 律 第

7 6 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 育 児 休 業 及 び 同

条 第 ２ 号 に 規 定 す る 介 護 休 業 （ 以 下 「 出 産 ・ 育

児 等 に よ る 休 業 」 と い う 。） を 取 得 し た 場 合 に は 、
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業 務 経 験 と し て 求 め る 期 間 に 当 該 休 業 の 取 得

期 間 を 加 算 す る こ と が で き る も の と す る 。 こ の

場 合 に お い て は 、 出 産 ・ 育 児 等 に よ る 休 業 を 取

得 し た こ と 及 び 取 得 期 間 を 証 明 す る 書 面 を 提

出 す る こ と 。」 を 追 加 し ま す 。  

( 2 )  4 ( 3 ) 中 、「 令 和 ５ 年 ９ 月 2 9 日 か ら 令 和 ５ 年

1 0 月 3 0 日 ま で の 休 日 を 除 く 毎 日 、 午 前 ９ 時 0 0

分 か ら 午 後 ５ 時 0 0 分 ま で 。」 を 「 令 和 ５ 年 ９ 月

2 9 日 か ら 令 和 ５ 年 1 0 月 3 0 日 ま で の 閉 庁 日 を 除

く 毎 日 、午 前 ９ 時 0 0 分 か ら 午 後 ５ 時 0 0 分 ま で 。」

に 訂 正 し ま す 。  

( 3 )  4 ( 4 ) 中 、「 令 和 ５ 年 1 2 月 1 8 日 ま で 。 休 日 を

除 く 毎 日 、 午 前 ９ 時 1 5 分 か ら 午 後 ５ 時 0 0 分 ま

で 。」 を 「 令 和 ５ 年 1 1 月 1 6 日 か ら 令 和 ５ 年 1 2

月 1 8 日 ま で の 閉 庁 日 を 除 く 毎 日 、 午 前 ９ 時 0 0

分 か ら 午 後 ５ 時 0 0 分 ま で 。」 に 訂 正 し ま す 。  

( 4 )  4 ( 5 ) 中 、「 令 和 ６ 年 １ 月 2 4 日 午 前 1 1 時 0 0

分 」 を 「 令 和 ６ 年 １ 月 3 1 日 午 前 1 1 時 0 0 分 」 に

訂 正 し ま す 。  


